
 

 

紙入札による電子入札参加手引き 
 

本工事(委託業務)は、高島市電子入札システム（以下「電子入札システム」) を使用して、入札を執行

するものです。本工事(委託業務)における入札については、関係法令等に定めるもののほか、この説明書の事

項を承知の上、ご参加下さい。 

  

１．設計図書等の入手  

高島市入札情報公開システム（以下「入札情報公開システム」)からダウンロードして下さい。 

ダウンロード時には、パスワード入力が必要です。 

  [トップページ]→[しごと・産業]→[入札・契約]→[電子入札]→[高島市電子入札・入札情報公開シス

テム]→[高島市入札情報公開サービス] 

 

２．紙入札の届出  

次の理由で紙入札により入札を行おうとする者は、入札書受付締切日時までに紙入札参加届出書を持参

により提出して下さい。（※入札・辞退いずれの場合でも届出が必要です。） 

⑴ 利用者情報の登録をしていない入札参加資格者が指名競争入札において指名を受けた場合 

において、ＩＣカードを取得していないために利用者情報の登録を直ちに行うことができな 

い場合  

⑵ ＩＣカードが失効、閉塞、破損等により使用できなくなったことによりＩＣカードの再発 

行の手続を行っている場合 

   ⑶ 法人名、代表者等の変更により、ＩＣカードの再取得の申請をし、準備中の場合 

   ⑷ 電子入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合 

⑸ その他、入札執行者が指名競争入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札 

手続に支障がないと認める場合  

 

３．紙入札による提出方法 

⑴ 紙入札により入札書を提出する場合は、任意の封筒に入札者の商号または名称、開札日時、 

案件名および「入札書在中」と記載のうえ、入札書および建設工事においては見積内訳書を 

併せて封入し、代表者印で封印し、総務部契約検査課に提出して下さい。 

また、見積内訳書については、入札情報公開システムに公開している見積内訳書を使用 

    して下さい。なお、代理人が持参する場合は委任状を併せて提出して下さい。 

⑵ 紙入札における入札書および見積内訳書の提出は、入札書受付期間に行って下さい。 

 

◆紙入札参加届出書および入札書については、市ホームページの次の場所に公開している 

様式を使用して下さい。  

  [トップページ]―[申請書ダウンロード]―[総務部契約検査課（工事契約・入札関係]  

―[電子入札関係の要領や様式等] ―[様式] 



 

 

 

４．郵便入札 

   郵便による入札は取り扱いません。 

５．くじ引きによる落札者の決定 

落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、電子入札システムにより自動的にくじ引き

が実施され、落札者を決定します。 

くじ引きについては、電子入札システムにより入札書を提出した者にあっては電子入札システムにより入

札書を提出する際に選択した３桁の番号（以下「くじ番号」）、紙入札により入札書を提出した者にあっては

入札書に記載されたくじ番号を基礎として、くじ引きを行います。ただし、紙入札により入札書を提出した

者であって、くじ番号を入札書に記載しなかった者のくじ番号は、「０００（ゼロゼロゼロ）」を選択したも

のとします。 

なお、紙入札の入札書提出日時については開札日を提出日として取り扱うこととし、応札順序は紙入札届

出書および紙入札書を提出した順とします。 

 

６．入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札  

⑵ 委任状を提出しない代理人のした入札（紙入札の場合） 

⑶ 入札書記載の金額を加除訂正した入札（紙入札の場合） 

⑷ 入札書記載の金額、氏名、押印（電子入札にあっては、入札者の電子署名または当該電子 

 署名に係る電子証明書）その他入札要件の記載が確認できない入札 

⑸ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑹  同一事項の入札について、２以上の意思表示をした入札 

⑺ 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

⑻ 入札書の金額欄に「辞退」その他金額以外の文言が記載されている入札（紙入札の場合） 

⑼ 建設工事において、入札書に見積内訳書が添付されていない入札 

⑽ 建設工事において、指定様式以外の見積内訳書を添付した入札  

⑾ 建設工事において、必要事項が記載されていないまたは内容に誤りのある見積内訳書を添付した 

入札 

⑿ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 ７．入札の辞退 

⑴ 紙入札の届出を受理した参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時ま

での間でかつ入札書を提出するまでの間に限り、辞退届書面により提出することにより辞退するこ

とができます。（※必ず紙入札参加届出書の提出が必要です。） 

なお、上記にかかわらず、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術

者を配置できなくなったときは、開札日時の３０分前までに辞退届を書面で提出して辞退することが

できます。 



 

 

   ⑵ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではあ

りません。 

 ⑶ 入札の辞退等により入札参加者が１人となるときは、入札執行を取りやめるものとします。 

８．入札情報公開システムの利用時間  

入札情報公開システム  午前 ６時００分 から 午後１１時００分まで 

 

 

９．その他  

その他入札に関する注意事項は、次に掲げる事項とします。 

   ⑴ 予定価格を事前に公表する入札において、予定価格を上回る価格の入札者は失格とします。 

⑵ 落札者の決定方法において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札を行った者を落札 

者とします。ただし、最低制限価格（入札執行後公表）制度を適用するとした場合、最低制限 

価格未満の入札は無効とします。 

 低入札価格調査制度を適用するとした場合、調査基準価格を下回る入札があったときは、落札者の

決定を保留し、契約内容に適合した履行がなされるかどうかを確認するための調査を実施するので、

最低の価格で入札を行った者は、調査に協力しなければならない。この場合において、契約内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、その入札を無効とし、次の順位にある入

札者の入札価格が、調査基準価格を下回る場合は、前記と同様の調査を実施する。なお、当該調査に

より落札者の決定をした場合は、後日、その結果を入札者全員に通知する。また、この調査に協力が

得られない場合は、建設工事等指名停止基準による指名停止を行うことがある。ただし、数値的判断

基準を下回る入札は無効とする。 

⑶ 落札者がないときは、指名人を替え、再入札を執行することがあります。 

⑷ 落札者が落札決定の通知を受けたときは、履行保証措置を講じた上、１０日以内に契約書を 

提出しなければなりません。なお、契約書を１０日以内に提出できないときは、契約の相手方 

となる資格を失うことがあります。 

⑸ 設計書、図面および仕様書を熟覧し、質問受付期間内に疑義等を確認して下さい。 

⑹ 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する 

行為を行ってはなりません。 

⑺  辞退届を提出せずに入札を棄権した場合、また⑴の失格入札を行った場合、以後の指名を留保する

ことがあります。 

  ⑻ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税等に相当する額を加算した 

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税

等に相当する金額を控除した金額（税抜き金額）を電子入札システムにおいて送信すること。（紙入札

の場合は、入札書に記載すること。） 

 

 

 

 



 

 

【提出資料に係る目録作成例】例：工事費積算明細書（設計金額 5千万以上の建築工事） 

 

提出書類目録（工事費積算明細書） 

 

（あて先） 

高島市長 

 

所在地：             

商号または名称：             

代表者職氏名：             

 

 

    下記のとおり持参により提出します。 

 

記 

 

 

１ 工事（業務）名称：○○年度 第○○号 ○○○○○○工事 

 

２ 施工（施行）場所：高島市○○○○ 

 

３ 開札日時：令和○○年○○月○○日  ○○時○○分 

 

４ 資料名：工事費積算明細書 

 

５ 内容（目録・枚数）：工事費積算明細書 一式 

 

６ 持参（予定）年月日：令和○○年○○月○○日（持参予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【提出書類に係る封筒作成例】 例：工事費積算明細書（設計金額 5千万以上の建築工事） 

※封筒のサイズ、縦横の向きは問いません。 

 

【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工事費積算明細書在中 

       

  工事名：○○年度 第○○号 ○○○○○○工事 

  施工（施行）場所：高島市○○○○ 

  開札日時：令和○○年○○月○○日  ○○時○○分 

 

 

株式会社○○○○         

   代表取締役 ○○ ○○  印    

      

       

      

  印 

      

 

 

    



 

 

【紙入札参加時における手順および封筒作成例】 

※封筒のサイズ、縦横の向きは問いません。 

 

＜手 順＞ 

 １ 入札書受付締切日時までに紙入札参加届出書を契約検査課へ持参により提出する。 

 ２ 届出の受理後は、以下の書類を作成し、封筒に入れ封緘する。 

   ⑴ 入札書（※電子くじに使用する３桁の希望番号を記載したもの） 

   ⑵ 見積内訳書（工事案件の場合）※押印が必要です。 

   ⑶ その他、指定した資料 

 ３ 封筒に、入札者の商号または名称、開札日時、案件名および「入札書在中」と記載し、 

契約検査課へ持参により提出する。 

【表面】                    【裏面】 

 

 

                               印 

 

 

 

 

                                       

                                      印 

 

 

 

 

 印 

 

 

＜その他 注意事項＞ 

 ⑴ 封筒の封じ目には、代表者印で封印して下さい。 

 ⑵ 提出書類（封筒）の不備または記載誤りがある場合は無効となります。 

 ⑶ 封筒に提出書類の一部を入れ忘れた場合、入札書受付締切日時までは追加提出を認めます。 

 ⑷ 一度提出した入札書等は返却できません。 

 ⑸ 紙入札により参加する場合も、対象案件の入札書提出期間は変わりません。 

   （電子入札による入札書受付期間内に提出して下さい。） 
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設計図書等の入手にかかるパスワード入力方法 

 

 

 

 

 

 

 
①【パスワード入力】ボタンを

クリックするとパスワード入力

画面に変わります。 

 
②★マークがついている項目は入力必須項目です。 

・業者名は、電子システム利用者登録時の登録業者名を入

力してください。（株式会社○○、有限会社□□等） 

・案件パスワードは、指名通知書に記載のパスワードを入

力してください。 


